
審議会の役割 

 

１ 審議会とはどのようなものか 

〇葉山町では、子ども・子育て支援法第 77 条第１項の規定に基づき、「葉山 

町子ども・子育て会議」を設置しています。 

 

※葉山町子ども・子育て会議条例の抜粋 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 77条第１項の規

定に基づき、葉山町子ども・子育て会議（以下「審議会」という。）

を設置する。 

 

２ 審議会の役割 

〇審議会の職務は条例で「町長の諮問に応じ、①特定教育・保育施設の利用定

員の設定に関すること、②特定地域型保育事業の利用定員の設定に関するこ

と、③葉山町子ども・子育て支援事業計画に関すること、④子ども・子育て

支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施

策の実施状況に関することにつき調査審議する」と定められています。 

 

※葉山町子ども・子育て会議条例の抜粋 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次の各号に掲げる事項につき町長の諮問に応じて調査審

議し、その結果を答申し、又は意見を建議するものとする。 

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 

(２) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

(３) 葉山町子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(４) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関 

し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。 

 

３ 自主打合せ・勉強会について 

〇事業計画を策定することは、条例第2条第3項に該当します。 

〇事業計画の進捗を管理することは、条例第2条第4項に該当します。 

〇自主打合せ・勉強会は、条例の規定にありません。 

   ただし、葉山町の審議会では、新制度を広く町民に周知したり、小さな

声を拾いあげ会議に反映させること等を趣旨として、審議会の有志が勉強

会として講演会や説明会を企画・実施してきた経緯があります。 
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４ 自主打合せ・勉強会の課題 

 

 成果 課題 

勉強会 

・生の声が聞くことができる 

 

・拾い上げができる 

・開催することが目的化して

いる 

・町民の参加人数が少ない 

・同じメンバー 

自主打合せ 

・熱心に取組んでいる委員が

いる 

 

・熱心に取組んでいる旧委員

の参加がある 

・自主打合せに参加する委員

が同じメンバーではないの

で、議論の継続性が保てな

い 

・自主打合せの参加委員が少

ない 

・構成員に対するルールがな 

い（旧委員） 

・委員の取組みに温度差があ

る 

 

５ 今後の自主打合せ・勉強会のあり方 

  

〇 新制度が施行して2年目を迎え、勉強会もいくつかの成果や課題がでてき

ました。 

そこで、審議会では自主打合せ・勉強会をどうしていくのか、今後のあり

方をまとめたい。 

 

 

 

 

 

 


